
理解と具体的な理解と具体的な

実 務 者 必 聴 ！

観音寺市出身。大学卒業後は、税理士事
務所の業務に従事しながら、税理士資格
を取得。2021年に地元観音寺市で五代会
計事務所を開業。『中小企業経営支援
業』をコンセプトに多数の企業と関わ
る。また、経営者に向けた「分かるまで
帰れない会計塾！！」も多くの経営者に
好評を得ている。

詳細なプロフィールはこちらから　　↓

五代会計事務所　代表税理士

柳生　紘明氏

講師

観音寺商工会議所　観音寺市坂本町一丁目1番地25号
TEL：0875-25-3073　FAX：0875-24-0526お問い合わせ

・定額減税とは？
・減税の計算対象になる人は？
・いつ、どのように減税されるの？etc...

内容

令和6年度税制改正で定額減税制度の導入が決定し、源泉
徴収税から一定額が減税される本制度。本セミナーで
は、定額減税の仕組みや概要から実務での対応方法をお
伝えいたします。

定額減税って何？から
どう対応したらいい？
までお伝えします！

実務対応実務対応

定額減税制度の定額減税制度の

18時00分〜19時00分18時00分〜19時00分2024年6月18日(火)2024年6月18日(火)

参加費

無料
（会員・非会員問いません）

参加費

無料
（会員・非会員問いません）

主催：観音寺商工会議所　
共催：観音寺青色申告会　観音寺間税会

制度改正等の課題解決環境整備事業

場所

申込

観音寺商工会議所

下記のQRコードからお申込み下さい

定員 30名

対象 中小・小規模事業者


